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非行集団等に対する実態把握等の強化について（通達）

少年非行情勢については、刑法犯少年の検挙人員が継続して減少しているものの、

依然として社会の耳目を集める凶悪な事件が後を絶たず、少年事件の共犯率について

も、成人の２倍以上と高水準で推移している。

また、特殊詐欺や大麻事犯での少年の検挙人員が大幅に増加しており、非行集団の

ような組織性の高い集団のみならず、より緩いつながりの不良交友関係にある少年ま

でもが、事件の背後にいるとみられる暴力団、準暴力団等の犯罪者グループと関わり

を持ち、特殊詐欺に加担したり、大麻を乱用し又は周囲への乱用を助長したりしてい

る実態が認められるなど、これら非行集団等の少年を取り巻く情勢は、極めて憂慮す

る状況にある。

そこで、各都道府県警察においては、管内の実情等を踏まえつつ、下記のとおり、

非行集団等に対する実態把握等の強化に努められたい。

なお、本通達については、警察庁刑事局、組織犯罪対策部及び交通局とも協議済み

である。

記

１ 非行集団等

非行集団等とは、「非行集団（組織性・継続性を有し、少年を主とする３人以上

の集団であって、自ら非行行為を繰り返すほか、構成員の非行を容認、助長し、か

つ、非行により構成員間の連帯を強める性格のもの。）及び非行集団には至らない

ものの、非行や不良行為を繰り返している少年を主とする３人以上のグループ」の

ことをいう。

２ 実態把握と情報収集の強化

（1） 効果的な実態把握等の推進

実態把握等に当たっては、事件検挙、交通違反の取締り、職務質問、街頭補導、

巡回連絡等を始めとする全ての警察活動を通じて、非行集団等の実態把握を徹底

し、情報収集に努めること。

また、少年のい集場所等に着目した従来からの実態把握の手法に加え、少年ら



がLINE、Facebook、Twitter等のSNSを利用してコミュニケーションを取っている

現状を踏まえ、サイバーパトロールや携帯電話機の解析等によるSNSに着目した

情報収集を行うなど、社会情勢に応じた効果的な実態把握等の推進に努めること。

（2） 継続的な実態把握の推進

非行集団等の結成・解散や構成員の加入・離脱等による集団的不良交友関係

（非行集団等及びその構成員又はこれに準じる２人以上の交友関係）の変化は、

頻繁に起こり得ることから、常に新しい情報の収集とこれに基づく基礎資料の更

新に努めること。

３ 関係部門との連携

非行集団等の中には、暴力団や準暴力団と関係を持つ集団も認められ、また準暴

力団には、暴走族等の少年の頃からの不良交友関係により、形成されるケースも認

められるところである。

さらに、暴力団や準暴力団等は、非行集団等の少年を特殊詐欺の受け子等として

犯行に加担させるなど、自らの手先として犯罪に利用したり、少年への大麻密売に

より資金獲得を図ったりしている現状も認められるところであり、これら暴力団・

準暴力団対策、特殊詐欺対策、薬物対策、暴走族対策等を主管する部門と緊密に連

携し、必要な情報共有に努めること。

４ 情報の集約管理

収集した非行集団等の情報は、集団的不良交友関係に関するシステム等を活用す

るなどして、少年警察部門において、適切に集約管理を行うともに、必要な情報に

ついては、各部門との共有化を図ること。

５ 賞揚への配意

非行集団等の実態解明を効果的に推進するため、積極的かつ適切な実態把握活動

や非行集団等の検挙解体につながる情報の入手等に対しては、適宜適切な賞揚に配

意すること。


